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長野市建築紛争調整員制度要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する

条例（平成20年長野市条例第65号。以下「条例」という。）第12条第５項に規定

する必要な支援として、長野市建築紛争調整員（以下「紛争調整員」という。）

を委嘱すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

（紛争調整員の委嘱）

第２ 市長は、条例第12条の規定によるあっせんにおいて、紛争の当事者に対し紛

争に係る法的な問題について助言を行うため、紛争調整員１人を委嘱する。

２ 前項の規定による紛争調整員の委嘱は、弁護士のうちから長野県弁護士会の推

薦に基づき行うものとする。

（委嘱の期間）

第３ 紛争調整員の委嘱の期間は、２年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の

紛争調整員に係る委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。

（秘密を守る義務）

第４ 紛争調整員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。

（紛争調整員による助言）

第５ 市長は、あっせんにおいて、当事者の双方又は一方から紛争調整員による紛

争に係る法的な問題についての助言の申出があり、当該申出に相当な理由がある

と認めるときは、紛争調整員による助言（以下単に「助言」という。）を行うも

のとする。

２ 前項の申出は、紛争に係る中高層建築物の工事が完了するまでの間に、長野市

紛争調整員による助言申出書（別記様式）により行うものとする。

３ 市長は、助言を行うことを決定したときは、申出者に通知するものとする。

４ 助言は、申出者に対し行う。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

５ 助言は、一のあっせんについて当事者双方に対し１回に限り行う。ただし、市

長が認める場合は、この限りでない。

（補則）

第６ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則（平成21年長野市告示第83号）

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（令和３年12月27日長野市告示第 650号）

（施行期日）
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１ この要綱は、令和４年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを

使用することができる。
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別記様式（第５関係）

長野市建築紛争調整員による助言申出書

年 月 日

（宛先）長野市長

住 所

氏 名

連絡先（電話）

法人等にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏名

長野市建築紛争調整員制度要綱第５の規定により、紛争調整員による助言を申

し出ます。

敷 地 の 地 名 地 番 長野市

建 築 物 の 名 称

紛 争 の 相 手 方

住所

氏名

（法人等にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名）

紛争調整員に助言

を求める事項及び

その理由


